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【手続補正書】
【提出日】平成20年1月31日(2008.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠本体に着脱自在に装着される遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、前記枠本体に装着し得る合成樹脂製の遊技盤セット枠と、該遊技盤セッ
ト枠に開設された開口に嵌合され且つ遊技球の転動する遊技領域の一部又は全部を構成す
る透明樹脂板と、前記遊技盤セット枠の前面に固定され且つ前記遊技領域の外側の外周を
装飾する装飾部材と、からなり、
　前記透明樹脂板の厚さ寸法を前記遊技盤セット枠の厚さ寸法のほぼ半分に形成すると共
に、前記遊技盤セット枠の前記開口の内周面に該開口に前記透明樹脂板を嵌合したときに
該透明樹脂板の裏面と当接する当接突片が形成され、該当接突片に前記透明樹脂板の裏面
が当接した状態で前記透明樹脂板と前記遊技盤セット枠の前面側が面一状態となり、その
状態で前記装飾部材を前記遊技盤セット枠の前面に固定したときに当該装飾部材の隅角部
で装飾部材の裏面と透明樹脂板の前面とが当接することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技盤セット枠の後方に、前記透明樹脂板の後面との前後方向の間隔が遊技球の直
径よりも大きくなるような空間を形成する空間形成枠を固定すると共に、該空間形成枠の
透視部の後面に画像表示装置を取り付けたことを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記透明樹脂板と前記空間形成枠との間に形成される空間内に遊技の進行に応じて可動
する可動部材を配置し得るようにしたことを特徴とする請求項２記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】遊技機
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、枠本体に着脱自在に装着される遊技盤を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、球を使用して遊技を行う遊技機として、例えば、パチンコ遊技機の場合、遊技領
域のほぼ中央に臨んで設けられる画像表示装置を大型化する傾向にある。このため、遊技
領域を転動する遊技球の転動範囲が狭められることによって遊技の面白さが損なわれると
いう欠点がある。このような欠点を解消するため、遊技盤の一部又は全部を透明な合成樹
脂板とし、その透明合成樹脂板の表面に障害釘や入賞装置等の遊技装置を配置する一方、
透明合成樹脂板の後面に画像表示装置を配置して、透明合成樹脂板を介して画像表示装置
の表示を遊技者が視認し得るようにしたものがある。例えば、特開２００５－２８１１９
号（特許文献１）や特開平７－２５０９５４号（特許文献２）がある。
【特許文献１】特開２００５－２８１１９号公報（図２，図５（ｂ））
【特許文献２】特開平７－２５０９５４号公報（図８，図９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、この特許文献１に記載される技術は、非透明性部材に透明性部材を取り
付ける構造として、非透明性部材に形成された開口に透明性部材をただ単に嵌合するか、
非透明性部材と透明性部材との境界部分を容易に分離できないように固着する構造であっ
た。前者の構造では、遊技中に遊技球等の衝撃で透明性部材が緩んで非透明性部材から脱
落するおそれがあり、後者の構造では、廃棄時における分解が面倒であると言う欠点があ
った。また、特許文献２に記載される技術も、特許文献１に記載される上記の前者の技術
と同じで、開口に透明性部材である保護ユニットを嵌合する構造であるため、遊技中に遊
技球等の衝撃で透明性部材が緩んで非透明性部材から脱落するおそれがあった。本発明は
、上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、透明性部材の非透明性
部材への取り付け構造において、長期間にわたって強固に取り付け状態が維持でき、また
、廃棄時に透明性部材と非透明性部材とを簡単に分離することができる遊技機を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明が採用した手段について図面を参照して説
明すると、図１、図３、図４、図６、図７に示すように、枠本体３に着脱自在に装着され
る遊技盤５を備えた遊技機１において、前記遊技盤５は、前記枠本体３に装着し得る合成
樹脂製の遊技盤セット枠１０と、該遊技盤セット枠１０に開設された開口１１に嵌合され
且つ遊技球の転動する遊技領域の一部又は全部を構成する透明樹脂板１５と、前記遊技盤
セット枠１０の前面に固定され且つ前記遊技領域の外側の外周を装飾する装飾部材１６と
、からなり、前記透明樹脂板１５の厚さ寸法Ｗ２を前記遊技盤セット枠１０の厚さ寸法Ｗ
１のほぼ半分に形成すると共に、前記遊技盤セット枠１０の前記開口１１の内周面に該開
口１１に前記透明樹脂板１５を嵌合したときに該透明樹脂板１５の裏面と当接する当接突
片１２が形成され、該当接突片１２に前記透明樹脂板１５の裏面が当接した状態で前記透
明樹脂板１５と前記遊技盤セット枠１０の前面側が面一状態となり、その状態で前記装飾
部材１６を前記遊技盤セット枠１０の前面に固定したときに当該装飾部材１６の隅角部で
装飾部材１６の裏面と透明樹脂板１５の前面とが当接することを特徴とする。
【０００５】
　更に、請求項２の発明が採用した手段について図面を参照して説明すると、図６、図７
に示すように、請求項１記載の発明において、前記遊技盤セット枠１０の後方に、前記透
明樹脂板１５の後面との前後方向の間隔が遊技球の直径よりも大きくなるような空間を形
成する空間形成枠２０を固定すると共に、該空間形成枠２０の透視部２１の後面に画像表
示装置２２を取り付けたことを特徴とする。
【０００６】
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　また、請求項３の発明が採用した手段について図面を参照して説明すると、図６、図７
に示すように、請求項２記載の発明において、前記透明樹脂板１５と前記空間形成枠２０
との間に形成される空間３０内に遊技の進行に応じて可動する可動部材２４を配置し得る
ようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に係る発明においては、遊技盤５は、枠本体３に装着し得る合成樹脂製の遊技
盤セット枠１０と、該遊技盤セット枠１０に開設された開口１１に嵌合され且つ遊技球の
転動する遊技領域の一部又は全部を構成する透明樹脂板１５と、遊技盤セット枠１０の前
面に固定され且つ前記遊技領域の外側の外周を装飾する装飾部材１６と、からなり、遊技
盤セット枠１０の開口１１の内側に、該開口１１に透明樹脂板１５を嵌合したときに該透
明樹脂板１５の裏面と当接する当接突片１２が形成され、該当接突片１２に透明樹脂板１
５の裏面が当接した状態で装飾部材１６を遊技盤セット枠１０の前面に固定したときに当
該装飾部材１６の隅角部で装飾部材１６の裏面と透明樹脂板１５の前面とが当接するよう
に構成したので、透明樹脂板１５を遊技盤セット枠１０に装飾部材１６の四隅の隅角部で
当接挟持することになり、長期間にわたって透明樹脂板１５を遊技盤セット枠１０に安定
的に固定できると共に、遊技機を廃棄する際に容易に分解することができるためリサイク
ルがし易く、また、四隅だけで当接挟持させ、その上下部及び左右部の領域で透明樹脂板
１５と装飾部材１６とをほとんど当接挟持させることがない構造のため、遊技領域を広く
取ることができる。また、透明樹脂板１５の厚さ寸法Ｗ２を遊技盤セット枠１０の厚さ寸
法Ｗ１のほぼ半分に形成すると共に透明樹脂板１５と遊技盤セット枠１０の前面側が面一
状態となるように嵌合することにより、遊技盤の後面構造物の後方への突出量を抑制しな
がら透明樹脂板１５の背面側の空間の寸法を取り易くすることができると共に、透明樹脂
板１５の前面に数多く取り付けられる障害ピンや入賞装置等の透明樹脂板１５への取付け
を十分強固に行うことができる透明樹脂板１５の厚さ寸法を確保することができる。さら
に、透明樹脂板１５の前後方向の厚さ寸法Ｗ１を遊技盤セット枠１０の厚さ寸法Ｗ２より
も薄く形成することにより、遊技盤セット枠１０と同じ厚さ寸法で形成した場合に比べて
、遊技盤５の全体の重量を軽減することができる。
【０００８】
　更に、請求項２に係る発明においては、遊技盤セット枠１０の後方に、透明樹脂板１５
の後面との前後方向の間隔が遊技球の直径よりも大きくなるような空間を形成する空間形
成枠２０を固定すると共に、該空間形成枠２０の透視部２１の後面に画像表示装置２２を
取り付けたので、空間３０内に遊技球を導いて遊技球の落下を楽しむこともできると共に
、透明樹脂板１５の前後方向の厚さ寸法Ｗ１が薄い分だけ、その背面に配置される画像表
示装置２２に表示される画像の鮮明度を増すことができる。
【０００９】
　また、請求項３に係る発明においては、透明樹脂板１５と空間形成枠２０との間に形成
される空間３０内に遊技の進行に応じて可動する可動部材２４を配置し得るようにしたの
で、可動部材２４として従来の遊技盤の表面に取り付けられているような可動部材を空間
３０内に配置することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について、図１及び図２を参照して本発
明に係る遊技盤が装着される遊技機について説明する。図１は、実施形態に係る遊技機１
の扉枠４を開放した状態を示す斜視図である。図２は、図１の状態から遊技盤５を取り外
した状態を示す斜視図である。なお、図示の遊技機１は、通常のパチンコ遊技機を示して
いるが、必ずしも通常のパチンコ遊技機でなくても、遊技球を遊技盤の遊技領域で転動さ
せて遊技を楽しむ形式の遊技機（例えば、アレンジ式遊技機、雀球遊技機）等であっても
良い。
【００１１】
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　図１において、パチンコ遊技機１は、周知のように、島台に固定するための機枠２と、
該機枠２に開閉自在に軸支される本体枠３と、該本体枠３の前面側から着脱自在に装着し
得る遊技盤５と、前記本体枠３に開閉自在に軸支され且つ前記遊技盤５の遊技領域を視認
し得るガラス板８が装着される扉枠４と、から構成されている。
【００１２】
　本体枠３には、図２に示すように、その前面が前記遊技盤５を収納すべく凹状に形成さ
れ、その凹状部の下方に発射レール等が固定されている。また、本体枠３の裏面には、パ
チンコ球を賞品球として払い出すための周知の構成（例えば、球タンク、誘導路、賞球払
出装置、賞球通路等）が組み付けられている。また、本体枠３の下部には、余剰の賞品球
を貯留する下皿６や遊技球を弾発するために操作する操作ハンドル７が取り付けられてい
る。なお、扉枠４には、前述したようにガラス板８が装着されるが、その前面には、賞品
球を貯留する上皿（図示しない）が設けられている。
【００１３】
　次に、本実施形態の要部を構成する遊技盤５の構成について図３乃至図７を参照して詳
細に説明する。図３は、遊技盤５の正面側から見た斜視図である。図４は、遊技盤５の正
面側から見た分解斜視図である。図５は、遊技盤５の正面図である。図６は、図５のＡ－
Ａ断面図である。図７は、図５のＢ－Ｂ断面図である。
【００１４】
　図４及び図６において、遊技盤５は、前記枠本体３に装着し得る合成樹脂製の遊技盤セ
ット枠１０と、該遊技盤セット枠１０に開設された開口１１に嵌合され且つ遊技球の転動
する遊技領域の一部又は全部を構成する透明樹脂板１５と、前記遊技盤セット枠１０の前
面に固定され且つ前記遊技領域の外側の外周を装飾する装飾部材１６と、前記遊技盤セッ
ト枠１０の後方に固定され且つ前記透明樹脂板１５の後面との前後方向の間隔が遊技球の
直径よりも大きくなるような空間を形成する空間形成枠２０と、該空間形成枠２０の透視
部２１の後面に取り付けられる画像表示装置２２と、から構成されている。以下、遊技盤
５の各構成要素について詳述する。
【００１５】
　遊技盤セット枠１０は、外形形状がほぼ方形状となるように合成樹脂によって形成され
、その外周だけを残して変形多角形状の開口１１が開設されている。開口１１の内周面に
は、次に詳述する透明樹脂板１５を嵌合したときに該透明樹脂板１５の裏面と当接する当
接突片１２が適宜間隔を置いて形成されている。そして、透明樹脂板１５を当接突片１２
に当接した状態で開口１１に嵌合したときには、透明樹脂板１５と遊技盤セット枠１０の
前面側が面一状態となるようになっている。また、遊技盤セット枠１０には、その下部中
央にアウト口１３が開設されている。更に、遊技盤セット枠１０には、詳述しないが、当
該遊技盤セット枠１０の前面側に取り付けられる装飾部材１６や後面側に取り付けられる
空間形成枠２０、基板セット枠２５（後に詳述する）を取り付けるための取付穴やボス等
が合成樹脂によって一体的に形成されている。
【００１６】
　ところで、上記のように合成樹脂によって一体的に形成される遊技盤セット枠１０の外
形形状は、従来から使用されている合板製の遊技盤の外形形状と同じに形成されるもので
ある。また、その前後方向の厚さ寸法（図６の「Ｗ２」）も従来の合板製の遊技盤と同じ
厚さ寸法（約２０ｍｍ）を有するように形成されている。このため、図示のパチンコ遊技
機１の場合には、従来の合板製の遊技盤から本実施形態に係る遊技盤５への交換、あるい
は逆の交換も容易に行うことができる。
【００１７】
　上記した遊技盤セット枠１０に嵌合される透明樹脂板１５は、前記遊技盤セット枠１０
の開口１１に内側形状に沿った外周形状を有して透明な合成樹脂によって形成される。透
明な合成樹脂としては、アクリル樹脂材、ポリカーボネイト樹脂材、ポリアリレート樹脂
材等が挙げられる。これらの合成樹脂材は、透明度が高く硬質なものとして知られている
。また、透明樹脂板１５には、その表面に多数の障害ピンや入賞装置（共に図示しない）
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及び後述する逆流防止部材１９を含む案内誘導レール１７を止着するための多数の取付穴
が形成されている。これらの障害ピンや入賞装置は、後述する画像表示装置２２の表示面
の前方部分に対応する位置にも設けることができるので、透明樹脂板１５の全域を遊技球
が転動する遊技領域として利用することができる。なお、本実施形態においては、透明樹
脂板１５が遊技領域の全域を占めるものを示したが、透明樹脂板１５の遊技領域の占める
割合を一部、例えば、上半分とか２／３として形成し、残りの遊技領域を前記遊技盤セッ
ト枠１０と一体的に形成したもの、あるいは遊技盤セット枠１０と別体の不透明な材質の
もので形成して遊技盤セット枠１０に嵌合してもよい。
【００１８】
　また、透明樹脂板１５の前後方向の厚さ寸法（図６の「Ｗ１」）は、前記遊技盤セット
枠１０の厚さ寸法Ｗ２のほぼ半分（具体的には、１１ｍｍ）に設定されている。これは、
透明板樹脂板１５を薄い寸法とした場合に、上述したように透明樹脂板１５の前面に取り
付けられる障害ピンや入賞装置を十分な担持力で取り付けるための構造とすることができ
難い反面、余りにも厚い寸法とした場合に透明樹脂板１５の後面側に形成される空間の寸
法を十分に取ろうとすると、遊技盤５の最後端部の突出量が多くなってしまうという欠点
があるからである。つまり、本実施形態における透明樹脂板１５の厚さ寸法Ｗ１は、透明
樹脂板１５の表面に取り付けられる各種の部品の担持力を十分に確保することができ、ま
た、透明板樹脂板１５の後面側に形成される空間の寸法を遊技盤５の最後端部の突出量を
抑制しつつ確保できることを考慮して設定されたものである。さらに、透明樹脂板１５の
前後方向の厚さ寸法Ｗ１を遊技盤セット枠１０の厚さ寸法Ｗ２よりも薄く形成することに
より、遊技盤セット枠１０と同じ厚さ寸法で形成した場合に比べて、遊技盤５の全体の重
量を軽減することができることに加えて、透明樹脂板１５の前後方向の厚さ寸法Ｗ１が薄
い分だけ、その背面に配置される画像表示装置２２に表示される画像の鮮明度を増すこと
ができる。
【００１９】
　なお、本実施形態における透明樹脂板１５には、その前面側でのみ遊技球が転動するも
のとして説明するが、この場合、透明樹脂板１５の前面に設けられる入賞口には、単に遊
技球の通過を検出して入賞信号を図示しない払出制御手段に導出する検出スイッチが設け
られ、該検出スイッチを通過した遊技球はアウト口１３に導かれてパチンコ遊技機１の外
に排出されるようになっている。
【００２０】
　一方、当然のことながら、前面側を転動する遊技球を後面側に導くための入賞口や開口
を形成して透明樹脂板１５の後面側の空間を遊技球が落下する第２の遊技領域として利用
できるように構成していても良い。この場合には、入賞口として設定された口の後面に遊
技球の通過を検出して入賞信号を図示しない払出制御手段に導出する検出スイッチを設け
、該スイッチを通過した遊技球が空間形成枠２０の下端面から後述する基板セット枠２５
に形成される打込み球誘導通路２７（図６参照）を通って本体枠３に形成される排出通路
（図示しない）からパチンコ遊技機１の外に排出されるようになっている。なお、この場
合には、透明樹脂板１５に取り付けられる多くの入賞装置等は、後述する画像表示装置２
２に対応する前方位置よりも下方の領域に配置されると考えられるが、必ずしも透明樹脂
板１５上の入賞装置等の配置位置を限定する必要はなく、画像表示装置２２の前方に対応
する位置であっても良い。
【００２１】
　次に、前記遊技盤セット枠１０の前面側にビス等で取り付け固定される装飾部材１６に
ついて説明すると、装飾部材１６は、遊技盤セット枠１０の外周部分（開口１１の外側周
囲）を装飾するために、ほぼ遊技盤セット枠１０と同一形状に合成樹脂によって形成され
ている。また、装飾部材１６には、透明樹脂板１５によって構成される遊技領域を囲むよ
うに円形状の開口が形成されるが、その開口部に沿って案内誘導レール１７が一体的に取
り付けられている。ただし、所謂内レールと言われる案内誘導レール１７部分の上端に設
けられる逆流防止部材１９から円弧状の最低部に設けられるアウト飾り１８（前記アウト
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口１３の前面周囲を装飾する。）のやや上方部分までは、装飾部材１６を遊技盤セット枠
１０に取り付けたときに前記透明樹脂板１５の前方に位置するようになっているので、当
該部分は、図示しない固定ピンで透明樹脂板１５に固定されるようになっている。
【００２２】
　更に、装飾部材１６を遊技盤セット枠１０にビス等で取り付けることにより、装飾部材
１６の裏面側の一部が前記透明樹脂板１５の前面側の一部と当接して、透明樹脂板１５が
遊技盤セット枠１０の開口１１から前方に脱落しないようになっている。より詳細に説明
すると、前述したように、開口１１は、その開口縁が正面から見たときに変形多角形状と
なっているため、この開口１１の開口縁形状と一致するように透明樹脂板１５の外周縁を
形成することにより、透明樹脂板１５の開口１１に対する嵌合位置が一義的に決定され、
それらが嵌合されたときには、透明樹脂板１５が遊技盤セット枠１０に対して回転方向に
移動しないように且つ面一状態となっている。その状態で、遊技盤セット枠１０の前方か
ら装飾部材１６をビス等で固着すると、図７に示すように、装飾部材１６の少なくとも四
隅の隅角部分の裏面が透明樹脂板１５の前面に当接した状態となる。このため、透明樹脂
板１５が遊技盤セット枠１０の開口１１に強固に固定されることになる。このように、透
明樹脂板１５を遊技盤セット枠１０に装飾部材１６の四隅の隅角部で当接挟持することに
より、遊技機を廃棄する際に容易に分解することができるためリサイクルがし易く、また
、四隅だけで当接挟持させ、その上下部及び左右部の領域で透明樹脂板１５と装飾部材１
６とをほとんど当接挟持させることがない構造のため、遊技領域を広く取ることができる
という利点がある。もちろん、この場合、上下部及び左右部の領域で全く当接挟持させな
くてもよいが、僅かに挟持させるものでも良い。なお、開口１１を変形多角形に形成しな
くても、透明樹脂板１５を開口１１に嵌合させたとき一義的に取付位置が決定され且つ回
転しないような位置決め部を有する構造（例えば、開口１１を円形にし、前記当接突片１
２の前面に位置決め突起又は位置決め穴を形成し、対応する透明樹脂板１５の裏面に位置
決め穴又は位置決め突起を形成した構造、あるいは、透明樹脂板１５と遊技盤セット枠１
０に位置決めを行う切欠とそれに係合する係合突起を形成する構造等）であれば良い。
【００２３】
　一方、前記遊技盤セット枠１０の後面側に取り付けられる空間形成枠２０は、前面が開
放したボックス状に形成され、その後面中央に図３及び図６に示すように透視部２１が形
成されている。この透視部２１は、図示の実施形態の場合には長方形状の開口として形成
されているが、この開口に画像表示装置２２（例えば、液晶表示器）が臨むようになって
いる。もちろん、開口としての透視部２１に臨む画像表示装置２２の画面には、保護用の
透明板で覆われている。なお、透視部２１は、開口ではなく透明な保護板で構成しても良
い。
【００２４】
　また、画像表示装置２２は、空間形成枠２０の裏面に該画像表示装置２２を表示制御す
るサブ基板ボックス２３と共に取り付けられるようになっている。なお、本実施形態にお
ける画像表示装置２２は、所謂第１種パチンコ遊技機で使用される表示装置と同じ画像を
表示するものであり、例えば、透明樹脂板１５に取り付けられる始動入賞口に遊技球が入
賞すると、画像表示装置２２に複数の図柄が変動表示され、その変動が停止したときの表
示結果が大当り図柄である場合に、透明樹脂板１５に取り付けられる変動入賞装置が所定
期間繰り返し開閉動作されるものである。
【００２５】
　ところで、遊技盤セット枠１０の後面側に空間形成枠２０を取り付けたときに、図６に
示すように、透明樹脂板１５の裏面と空間形成枠２０の前面との前後方向に重複する部分
の寸法Ｗ３は、パチンコ球の直径よりも大きくなるように設計されている。このように設
計することにより、透明樹脂板１５と空間形成枠２０との重複部分の全域にわたって十分
な前後方向の幅寸法を確保することができるため、透明樹脂板１５と空間形成枠２０とで
形成される空間３０に、遊技の進行に伴って可動する可動部材２４、入賞装置、装飾部材
等（図示しない）を自由に配置することができる。この場合、当然のことながら、透視部
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２１の前方の空間もパチンコ球の直径よりも大きな幅寸法を有するので、画像表示装置２
２の前方にも一部が重複するように可動部材２４、入賞装置、装飾部材等を配置すること
が可能である。また、前述したように、透明樹脂板１５に入賞口や開口等を形成して空間
部に遊技球を導いた場合には、その空間３０を遊技球の転動する第２の遊技領域として使
用できるので、遊技の興趣を高めることができる。なお、透明樹脂板１５と空間形成枠２
０とで形成される空間３０に可動部材２４が配置される場合において、空間３０の寸法Ｗ
３が十分にある場合には、可動部材２４だけではなく当該可動部材２４を駆動するための
駆動源２４ａを空間３０内に配置することも可能である。もちろん、空間３０の寸法Ｗ３
が十分ない場合には、可動部材２４だけを空間３０内に配置し、駆動源２４ａは空間形成
枠２０の裏面側に取り付けて駆動源２４ａと可動部材２４とを空間形成枠２０に開設した
連結穴を介して連結すればよい。また、可動部材２４及び駆動源２４ａは、図示の場合、
正面から見て装飾部材１６の隅角部に隠れるように配置され、可動条件が成立したときに
、その隅角部から可動部材２４が遊技領域の中心に向かって揺動するように駆動源２４ａ
によって駆動されることにより、遊技者に視認できるようにしたが、可動条件が成立する
前の待機時に遊技者が視認できる位置に可動部材２４や駆動源２４ａを配置しても良い。
【００２６】
　本実施形態に係る遊技盤５の構成は、概ね上述した構成要素を有するものであるが、図
示の遊技盤５には、上述した構成以外に、前記遊技盤セット枠１０の背面下部に遊技制御
基板ボックス２６やその他の制御基板ボックスを装着するための基板セット枠２５が取り
付けられている。
【００２７】
　以上、実施形態に係る遊技機としてのパチンコ遊技機について説明してきたが、本実施
形態においては、枠本体３に着脱自在に装着される遊技盤５を備えた遊技機１において、
遊技盤５は、枠本体３に装着し得る合成樹脂製の遊技盤セット枠１０と、該遊技盤セット
枠１０に開設された開口１１に嵌合され且つ遊技球の転動する遊技領域の一部又は全部を
構成する透明樹脂板１５と、遊技盤セット枠１０の前面に固定され且つ前記遊技領域の外
側の外周を装飾する装飾部材１６と、からなり、遊技盤セット枠１０の開口１１の内側に
、該開口１１に透明樹脂板１５を嵌合したときに該透明樹脂板１５の裏面と当接する当接
突片１２が形成され、該当接突片１２に透明樹脂板１５の裏面が当接した状態で該透明樹
脂板１５と遊技盤セット枠１０の前面側が面一状態となり、その面一状態で装飾部材１６
を遊技盤セット枠１０の前面に固定したときに当該装飾部材１６の隅角部で装飾部材１６
の裏面と透明樹脂板１５の前面とが当接するように構成したので、透明樹脂板１５を遊技
盤セット枠１０に装飾部材１６の四隅の隅角部で当接挟持することになり、長期間にわた
って透明樹脂板１５を遊技盤セット枠１０に安定的に固定できると共に、遊技機を廃棄す
る際に容易に分解することができるためリサイクルがし易く、また、四隅だけで当接挟持
させ、その上下部及び左右部の領域で透明樹脂板１５と装飾部材１６とをほとんど当接挟
持させることがない構造のため、遊技領域を広く取ることができる。なお、遊技盤セット
枠１０に透明樹脂板１５を嵌合したときに、それらの前面側が面一状態となるものを示し
たが、必ずしも正確に面一状態となる必要はなく、例えば、透明樹脂板１５の前面が遊技
盤セット枠１０の前面側よりも僅かに後方へ凹んだ状態であっても良い。この場合には、
装飾部材１６の透明樹脂板１５と当接する後面側の部分を後方に向かって突出させる構造
とすれば、遊技盤セット枠１０と装飾部材１６とで透明樹脂板１５を当接挟持することが
できる。
【００２８】
　更に、本実施形態においては、遊技盤セット枠１０の後方に、透明樹脂板１５の後面と
の前後方向の間隔が遊技球の直径よりも大きくなるような空間を形成する空間形成枠２０
を固定すると共に、該空間形成枠２０の透視部２１の後面に画像表示装置２２を取り付け
、透明樹脂板１５と空間形成枠２０との間に形成される空間３０内に遊技の進行に応じて
可動する可動部材２４を配置し得るようにしたので、可動部材２４として従来の遊技盤の
表面に取り付けられているような可動部材を空間３０内に配置することもできるし、さら
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に空間３０内に遊技球を導いて遊技球の落下を楽しむこともできる。なお、図６及び図７
に示す実施形態においては、空間形成枠２０の下端辺が基板セット枠２５の上端と離れた
上方位置にあるものを示したが、空間形成枠２０の下端辺と基板セット枠２５の上端とが
ほぼ当接するような位置関係であっても良い。そして、この場合、空間形成枠２０の下端
辺に空間３０内に受入れた遊技球が基板セット枠２５に落下せしめるための開口を形成し
ておけばよい。
【００２９】
　また、本実施形態においては、透明樹脂板１５の厚さ寸法Ｗ２を遊技盤セット枠１０の
厚さ寸法Ｗ１のほぼ半分に形成すると共に透明樹脂板１５と遊技盤セット枠１０の前面側
が面一状態となるように嵌合したので、遊技盤の後面構造物の後方への突出量を抑制しな
がら透明樹脂板１５の背面側の空間の寸法を取り易くすることができると共に、透明樹脂
板１５の前面に数多く取り付けられる障害ピンや入賞装置等の透明樹脂板１５への取付け
を十分強固に行うことができる透明樹脂板１５の厚さ寸法を確保することができる。さら
に、透明樹脂板１５の前後方向の厚さ寸法Ｗ１を遊技盤セット枠１０の厚さ寸法Ｗ２より
も薄く形成することにより、遊技盤セット枠１０と同じ厚さ寸法で形成した場合に比べて
、遊技盤５の全体の重量を軽減することができることに加えて、透明樹脂板１５の前後方
向の厚さ寸法Ｗ１が薄い分だけ、その背面に配置される画像表示装置２２に表示される画
像の鮮明度を増すことができる。
【００３０】
　なお、以上説明した実施形態から把握できる発明として以下の発明を挙げることができ
る。
（実施例発明１）　枠本体３に着脱自在に装着される遊技盤５を備えた遊技機１において
、前記遊技盤５は、前記枠本体３に装着し得る合成樹脂製の遊技盤セット枠１０と、該遊
技盤セット枠１０に開設された開口１１に嵌合され且つ遊技球の転動する遊技領域の一部
又は全部を構成する透明樹脂板１５と、前記遊技盤セット枠１０の前面に固定され且つ前
記遊技領域の外側の外周を装飾する装飾部材１６と、前記遊技盤セット枠１０の後方に固
定され且つ前記透明樹脂板１５の後面との前後方向の間隔Ｗ３が遊技球の直径よりも大き
くなるような空間を形成する空間形成枠２０と、該空間形成枠２０の透視部２１の後面に
取り付けられる画像表示装置２２と、からなり、前記透明樹脂板１５に遊技球を取り込む
ための入賞口又は開口を形成し、該入賞口又は開口に取り込まれた遊技球を前記透明樹脂
板１５と前記空間形成枠２０との間に形成される空間３０に導いて、該空間３０内に形成
される遊技領域を転動させるようにしたことを特徴とする。このように構成することによ
り、遊技領域を前後二重に形成することができ、遊技球の転動を前後の遊技領域で楽しむ
ことができ、より遊技者の興趣を盛り上げることができる。もちろん、この場合において
も、透明樹脂板１５の厚さ寸法と遊技盤セット枠１０の厚さ寸法の関係は、図６に示す関
係を有することが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施形態に係る遊技機の扉枠を開放した状態を示す斜視図である。
【図２】図１の状態から遊技盤を取り外した状態を示す斜視図である。
【図３】遊技盤の正面側から見た斜視図である。
【図４】遊技盤の正面側から見た分解斜視図である。
【図５】遊技盤の正面図である。
【図６】図５のＡ－Ａ断面図である。
【図７】図５のＢ－Ｂ断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　パチンコ遊技機（遊技機）
　３　本体枠
　５　遊技盤
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１０　遊技盤セット枠
１１　開口
１５　透明樹脂板
１６　装飾部材
２０　空間形成枠
２１　透視部
２２　画像表示装置
２４　可動部材
３０　空間
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